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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下の通りです。

　＜社是＞

　　知恵　　　　それは無限の資産

　　実行　　　　知恵は実行して実を結ぶ

　　貢献　　　　実を結んで社会に貢献

　＜経営理念＞

　　知恵で地理空間情報のイノベーションを実行し社会資本の豊かな発展に貢献する

　＜行動指針＞

　　お客様　　　顧客満足度の追求

　　社員　　　　豊かな創造力と自主性の発揮

　　株主　　　　バランス経営による安定した利益還元

　　地域社会　事業と雇用創出及び納税

　当社グループは、社会と当社のステークホルダーを重視し、経営環境の変化に即応した迅速な意思決定を図り、経営の健全化と公平性かつ透
明性を確保する経営体制を構築するコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを経営上の最重要課題の一つとして考えております。

　特に、公平かつ透明な経営を行うために、コンプライアンスの徹底と迅速でタイムリーな経営情報の開示、また、その説明責任の強化が必要で
あると認識しております。

　以上、コーポレート・ガバナンスにおける基本的な考え方とし、社是と経営理念のもと、行動指針を定め、「未来の社会インフラを創造する」企業と
して、高精度位置情報技術を駆使した創造性豊かなソフトウェア開発、高精度三次元地図の整備、自動運転技術を用いた自動走行実証実験を通
して社会に貢献してまいります。

　当社はこれらの取組みが正しい方向に進んでいる事を検証するツールとしてコーポレートガバナンス・コードを活用しております。加えて、継続的
に企業価値を向上させるべく株主及び投資家からのご意見・評価等も踏まえ、コーポレート・ガバナンスをチェックしその改善に努めております。

　また、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、以下の取り組みを行っています。

１．株主の権利を尊重し、平等性を確保する。

２．従業員・顧客・取引先・地域社会などによるリソースの提供や貢献の結果が企業の持続的な成長につながることを認識し、ステークホルダーと
の適切な協働に努める。

３．会社情報を適切に開示し、企業経営の透明性を確保する。

４．取締役会は、株主に対する説明責任を踏まえ、企業戦略等の大きな方向性を示し、適切なリスクテイクを支える環境整備を行い、独立した客
観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を行う。

５．持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主と建設的な対話を行う。

　また、当社ではコーポレート・ガバナンスに関する基本方針および全基本原則、全原則、全補充原則に関しての考え方や対応状況を以下の当社
ホームページにて開示しております。

　https://aisan-corp.com/ir/governance/policy/

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２④】

　当社では、議決権電子行使プラットフォームを現時点では採用しておりません。

　一方で、株主総会開催日の約１カ月前に招集通知を早期開示し、インターネットによる議決権の電子行使に対応した代替的な環境を用意してい
ることから現時点で十分な議決権行使がされております。また、招集通知の英訳については今後の株主構成を注視しながら、その対応が可能な
社内体制の構築を順次進めることを検討して参ります。

【補充原則２－４①】

＜多様性の確保についての考え方＞

　当社グループの事業活動においては、社是にある「知恵・実行・貢献」を実践し持続可能な社会を実現するために、持続的な成長と中長期的な
価値を創出する源泉は人財であり、社員一人ひとりの活躍が求められています。そのためには、当社グループとマッチする社員を新卒採用やキャ
リア採用を通じて確保する必要があります。採用した社員はコストではなく大切な人的資産と考え、継続的なスキルアップを実現する教育プログラ
ムを整えるとともに給与体系の充実と従業員満足度の向上にも努めていきます。また、社員一人ひとりが所属する組織とのミスマッチを防ぎ、「変
化・変革」に果敢に挑戦し続け、活躍機会を増やすことが、生産性向上にもつながり、会社利益・企業価値向上に寄与すると考え、人財開発に投
資を行っています。

　多様性に対する考え方は、さまざまな年齢、性別、国籍、雇用形態や働き方、価値観などを持つ方々を「多様な人財」と捉え、一人ひとりが「活き



活き」とその特性を活かし、持てる力を発揮できる職場環境を目指します。

＜多様性確保の自主的かつ測定可能な目標及び確保の状況＞

　多様性の確保に関する考え方は上記の通りではありますが、現在の当社において多様性に関する目標設定を行っておりません。その理由は、
さまざまな年齢、性別、国籍、雇用形態や働き方、価値観などを持つ方々を「多様な人財」と捉え、一人ひとりが「活き活き」とその特性を活かし、持
てる力を発揮できる職場環境を構築するとともに、必要に応じた改善を行っていることに加え、女性、中途採用者、外国人などその属性理由で差
別することなく、能力発揮度合いに基づく公正な評価を踏まえた登用・処遇を行う方針からも性別に基づく目標設定はそぐわないものと考えている
ことによります。

　なお、現在の確保の状況は以下の通りであります。

（１）女性社員

　当社グループにおける女性社員は全体の約20%強を締めており、管理職以上の役職者は全体の約10%を締めております。

（２）外国人社員

　当社グループにおける外国人社員は在籍しておりません。

（３）中途採用社員

　当社グループにおける中途採用社員は、全体の約半数を占めており、管理職以上の役職者は、その全体の約40%強を占めており、積極的な採
用と登用を行っております。

＜多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況＞

①　人財育成方針

　当社グループにおける事業拡大や成長においては、社員の成長が不可欠となります。そのため、階層別教育を年間通して実施し社員の育成に
取り組んでおります。コロナ禍の状況ではｅラーニングを中心に用いて、コンプライアンス、会計、労務、ビジネスマナーなど幅広いテーマで社会人
として身に着けておくべき知識を習得できるテーマを選定しております。また、専門性の高い研修については、実践を通じて取り組んでおります。特
に管理職に向けてはより高度な知識習得のためのリーダーシップ研修を行っております。

　特に当社グループにおいては、職種に関係なく「測量」が事業の根幹であり、その発展技術が、「自動運転」の事業分野にも活かされております。
測量の基礎研修についても習得できるようプログラムの準備を行い、2023年度より「測量」のプロ集団である子会社「三和」を講師に研修プログラ
ムを開始しました。その他にも、開発言語、品質管理、三次元計測等の研修や営業コンサルティングを活用するなどお客様へ最新技術を用いた高
品質の製品やサービスを提供できる主体的に考え行動する自律型人財であるプロ集団の育成を目指してまいります。

②　人的資本経営のための環境整備方針

　当社グループでは、社員一人ひとりが、「変化・変革」に対し、主体的に考え、果敢に挑戦し続けることができるように、職場の安全と心身の健康
を守るとともに、社員の人権・人格・個性・多様性を尊重し、差別のない健全な職場環境を整備します。

a)多様な個性と能力の尊重

　当社グループは、一人ひとりの社員が持つ個性と能力を互いに尊重し、その特色を活かすことで豊かな価値が創造され、それが企業の成長に
つながると考えております。そのために、女性、中途採用者、外国人などその属性理由で差別することなく、能力発揮度合いに基づく公正な評価を
踏まえた登用・処遇を行います。

b)多様な働き方の実現

　育児、介護、その他の様々なライフイベントが発生する際でも仕事と両立できるよう場所や時間、雇用形態にとらわれない多様な働き方ができる
よう体制を整えることで、全てのグループ社員が継続して働きやすいよう環境整備に努めます。

c)キャリア形成と能力開発の支援

　社員が新しいスキルを身につけ、新たな価値を創出し、成長へと結びつけるため、自律的なキャリア形成、スキルアップ・リスキリングのための教
育研修など様々な成長の機会を公平かつ平等に提供します。

d)公正な人事評価制度の構築

　社員の自主性とチャレンジ精神を大切にし、組織とともに成長していくことを目指します。そのために、自ら目標設定し、目標達成に向けチャレン
ジする社員を評価するシステムを構築し、処遇面における公正性、透明性を確保しています。目標達成に向けては、定期的に上司と面談を行い、
社員の目標達成を支援しています。

e)安全で健全な職場環境

　当社グループは、事業活動のすべてのプロセスにおいて社員の安全と心身の健康を重視します。職場における良好なコミュニケーションを確保
します。また、様々なハラスメント行為は社員の人権を侵害し職場環境を害する行為として一切これを禁じます。

　2023年度には、会社が「求める行動」を社員個人が体現しつつ、個人をより一層成長させていける職場であるために、エンゲージメントサーベイ
を通して改善点を見出し理想とする職場に近付けていくことが、社員・会社の双方にとって重要な取組と捉えています。当社グループでは、全従業
員を対象に 定期的な調査を実施し、サーベイの結果を受けて各職場でディスカッションを行い、結果をより深く理解した上で改善点を特定して行動

計画へとつなげる取り組みを予定しております。

【補充原則３－１②】

　招集通知の英訳については今後の株主構成を注視するとともに、その対応が可能なできる社内体制をの構築を順次進めることを検討して参り
ます。

【補充原則４－１③】

　当社グループでは、代表取締役社長等経営陣の後継者の計画を重要な課題として認識しておりますが、現時点においては代表取締役社長の
後継に関する具体的な計画はありません。今後必要に応じて適宜、後継者計画の立案について検討する方針です。代表取締役の選任に際して
は、知見・決断力・実績などを踏まえ先見性や将来性と妥当性などを評価・検討することに加え、取締役会にて十分な審議を経て、適切に決定しま
す。なお、この一環として、当社は不測の事態が発生した場合に備えて、株主総会および取締役会の招集権者や議長の代行順位者を定めてお
り、毎年取締役会において当該代行順位者を選定することなどにより、経営陣幹部としての役割や自覚を促すとともに、資質や経営能力などの適
性を監督しております。

　また、将来の経営陣候補者の人財育成と、公平な経営陣の選任手続きが重要であると考えており、幹部候補生となる管理職に向けたの人財育
成プログラムを継続的に実施しております。

【補充原則４－１０①】

　当社では2名の独立社外取締役を選任しており、取締役会の過半数には達しておりませんが、各独立社外取締役とも、専門的な知識と豊富な経
験に基づき、社内・社外の様々な関係性から独立した立場で、重要な事項の検討にあたり取締役会の場において必要に応じ適宜、関与・助言を
行っていることから、取締役会の機能の独立性・客観性は担保されていると考えております。

　また、コーポレート・ガバナンスがより一層機能するよう、取締役会の諮問機関として諮問委員会を設置しております。同委員会は、社外取締役
が委員長となり、委員の過半数は独立役員で構成され、社外取締役を除く取締役の報酬決定に際して、透明性や客観性を高めるため、取締役会
は同委員会に諮問し、同委員会の審議、答申を得ております。

　加えて、当社取締役会としてあるべき構成や取締役として必要なスキルと経験を定めるとともに選任、解任の手続き方法を審議する場として、上



記諮問委員会に機能を持たせ、取締役の指名に際して、透明性や客観性を高めるため、取締役会は同委員会に諮問し同委員会の審議、答申を
得ることとします。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】

　政策保有株式については、「関係会社株式でなく、かつ純投資目的以外の目的で保有する株式(子会社株式及び関連会社株式を除く保有株式
のうち、保有目的が純投資以外の目的である株式）」と位置づけており、原則として政策保有株式は保有しません。

　ただし、当社は、当社の事業戦略上の必要性や取引・協業関係の維持・強化を保有の目的として、顧客や取引先等の株式を保有することで、当
社グループと政策保有先の持続的な成長を想定できる銘柄については、総合的な検討を進め保有の有無を判断します。

　保有する株式銘柄や株式数および保有比率等については、毎年、その必要性などを確認し 、取締役会に報告しています。

　政策保有株式に係る議決権行使については、株主価値が大きく毀損される事態やコーポレート・ガバナンス上に重大な懸念事項が生じている場
合などを除き、代表取締役社長が議長を務め、取締役と各審議事項の起案者をもって構成される経営会議で決定した行使内容に沿って行使して
おります。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

　当社は、関連当事者間の取引を含む全ての取引について、社内規定に従い取引の規模及び重要性に応じて、必要な決裁を経て実施し、取締役
会で検証しております。その内容については内部監査部門が定期的に監査するとともに、監査役が常時監視できる体制としております。

　取締役の利益相反取引については、法令に従い、取締役会の承認を受けて実施し、その結果を取締役会に報告いたします。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社グループでは確定拠出年金を採用しており、企業年金の運用をすることはありません。従業員には確定拠出年金におけるリスク商品に対す
る注意喚起や運用に関する教育を十分に行っております。

【原則３－１　情報開示の充実】

（i）当社では、コーポレートガバナンスに係る基本方針、経営理念、成長戦略、中期経営計画を当社ホームページにて公開するとともに、有価証券
報告書や招集通知等にも記載し、情報発信を実施しております。

当社コーポレートガバナンスに関するウェブサイト：https://aisan-corp.com/ir/governance/policy/

当社中期経営計画に関するウェブサイト：https://aisan-corp.com/ir/management/vision/

（ii）当社は、コーポレートガバナンス・コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を、東京
証券取引所に提出しています。コーポレート・ガバナンスに関する報告書「I　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企
業属性その他の基本情報」の「１．基本的な考え方」に掲載しています。

（iii）当社は、取締役（社外取締役を除く）の個人別の報酬等については、公正性と透明性を確保するため、取締役会が独立社外取締役を委員長
とする諮問委員会（委員の過半数は独立社外取締役）に諮問し、同委員会は当社の定める決定方針をもとに審議・答申し取締役会で決定してお
り、その方針と手続を、東京証券取引所に提出しています。コーポレート・ガバナンスに関する報告書「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る

経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1．機関構成・組織運営等に係る事項」【取締役・執行役報酬関係】「報酬の額又
はその算定方法の決定方針の開示内容」に掲載しています。

（iv）経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名にあたっては、その経歴・経験に照らし、的確かつ迅速な意思決定能力、リスク管理能力やコンプラ
イアンスに関する見識等、企業経営に必要な知識・能力の有無を総合的に判断して代表取締役社長が取締役会に提案し、諮問委員会への諮
問、諮問委員会での審議・答申のうえ、取締役会の決議により選解任・指名しております。

また、監査役候補の指名にあたっては、その経歴・経験に照らし、財務・会計・法務に関する知見、企業経営に関する知見、コンプライアンスに関
する見識等、取締役及び経営陣幹部の職務の執行を監査するために必要な知識・能力の有無を総合的に判断して、監査役会の同意を得た上で
代表取締役社長が取締役会に提案し、取締役会の決議により指名しております。

（v）取締役候補者の指名理由、略歴、重要な兼職、担当等については、株主総会招集通知及び参考書類・事業報告・有価証券報告書に記載して
います。

　経営陣の選解任状況については、事業報告・有価証券報告書に記載しています。

【補充原則３－１③】

　当社グループでは、Aisan's missionで掲げる「未来の社会インフラを創造する」を推進する事業そのもので社会的課題の解決を目指しておりま

す。サステナビリティに対する取り組みは、招集通知、有価証券報告書、中期経営計画にて記載し、公表しております。

　また、人的資本への投資については、中期経営計画でも説明のとおり、人財が事業活動の基盤であると考えており、特に現在の中期経営計画(
2022年3月期～2024年3月期)においては、人的資本への投資を集中的に実施し、2024年3月末時点で連結従業員数150名規模を目指すことを公
表しておりますが、2023年３月末時点で有期契約社員を除き目標を超過する人財を確保しました。今後の成長に向けては、さらに追加での人材確
保が必要であり、継続して投資を行っていくこととしております。

　知的財産への投資は、当社が行う開発は、主としてソフトウェア資産(無形固定資産)への投資であり、毎年一定の投資を行うことで中長期的な
製品競争力、付加価値の向上を図るとともに、特許権の取得などにも積極的に取り組んでおります。

　・招集通知：https://aisan-corp.com/ir/stock/meeting/

　・有価証券報告書：https://aisan-corp.com/ir/library/report-securities/

　・中期経営計画：https://aisan-corp.com/ir/management/vision/

【補充原則４－１①】

　当社は、取締役会の決議事項や経営陣への委任の範囲について、取締役会規則や職務権限規程等の社内規程に定めています。

　すなわち、取締役会に付議すべき事項として、法令及び定款に基づき取締役会が判断・決定すべきとされる事項のほか、一定額以上の取引や
資産の取得・処分に係る事項等が含まれる旨、取締役会規則にも定めております。

　他方、取締役会で審議すべき事項の「事前検討」及び承認、並びに一定額に満たない取引や資産の取得・処分等に係る判断・決定など、業務執
行に係る個別具体的な審議のうち取締役会での決定を要しないものは経営会議による旨、職務権限規程に定めています。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は、東証が定める独立性基準を踏まえ、「社外役員の独立性判断基準」を定め、招集通知に掲載しております。

【補充原則４－１１①】



　取締役、社外取締役および監査役は、経営実務、リスク管理、法務、会計・税務およびソフトウェア開発等の幅広い分野での豊富な経験や専門
知識、識見に基づき適宜必要な発言を述べるなど、各人の役割・責任を果たすことにより、取締役会全体の最適化を図っております。

　その選任については、代表取締役社長が取締役会に提案し、取締役会の決議により指名しております。

　なお、各取締役と監査役のスキル・マトリックスについては、招集通知及び当社ウェブサイトに記載しております。

　スキルマトリックスに関する当社ウェブサイト：https://aisan-corp.com/company/chart/

【補充原則４－１１②】

　当社の取締役及び監査役に関する、上場会社役員を含む重要な兼職の状況につきましては、株主総会参考書類、事業報告、有価証券報告書
等の開示書類にて毎年開示を行っております。

　株主総会参考資料

　　https://aisan-corp.com/ir/stock/meeting/

　有価証券報告書・四半期報告書

　　https://aisan-corp.com/ir/library/report-securities/

【補充原則４－１１③】

　当社は、取締役会全体の機能向上を図るため、取締役会の実効性に関する分析・評価を定期的に実施することとしています。当社では、各取締
役及び各監査役に対してアンケートを毎年1回定期的に実施し、その回答をもとに、取締役会にて現状の評価結果及び課題の共有と今後の対応
に関する建設的な議論を行っています。

　その結果、今回の実効性評価において、当社取締役会の実効性は相応に確保されているとの結果が得られるとともに、以下のような経営の監
督機能強化に向けた新たな課題を確認することができました。今後も、当社取締役会の強みを活かすとともに、課題への理解を深め、さらなる機
能向上に努めてまいります。

（１）主な課題

　１．取締役会としての監督機能を高めるべく社外役員への事業の報告内容、資料の絞り込みが必要

　２．現状に即したBCP改訂による事業継続を有効にする取り組みが遅延

(２）改善策と今後の方針

　１．取締役会として協議する課題をより明確にし、課題を共有するとともに、議論を行う。

　２．取締役会とリスク対策委員会が連携し、リスク等の取り纏めを行う。

(３）昨年の課題と取組状況

　１．取締役会の多様性の確保を含めた人材戦略

　多様性に関する課題は取締役会として認識し、議論を実施。当社事業活動において現時点で国籍、性別は問うものではなく、引き続き公正な評
価制度の下、選出されてくるべき。同時に育成は行っていくことを確認し、継続的に議論、取り組みを行っていくこととした。

　２．会社のリスクに対しての意識強化

　取締役会の報告にて四半期単位で開催されるリスク対策委員会の活動報告を追加するとともに、各個別事業分野におけるリスクは毎月の事業
報告で共有することでその対策等を議論を行っている。

【補充原則４－１４②】

　当社では、取締役・監査役が役割・責務を適切に果たし続けるための必要な知識の習得や適切な更新等については自己研鑽を基本的な方針と
しております。各業務執行取締役及び各監査役が、担当業務分野に関するセミナーや学会、業界団体が主催する勉強会に、各自の判断で必要に
応じて参加しております。

　また、取締役全員を対象にした研修会を定期的に開催することで、様々な分野に関する知識向上の場を提供し、更に、独立社外取締役に対して
は、当社及び当社事業を取り巻く環境への理解を深めることを目的に当社事業拠点視察の機会を提供しております。なお、それら以外にも、取締
役が必要と判断するものについては、随時研修の機会を設けております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社では、管理部門担当役員を中心にIR体制を構築しており、人事総務部がIR担当部署となって、株主や投資家に対して日々のお問い合わせ
に対応しております。また、ご要望を頂いた際には、個別のミーティングも実施しております。対話を通じて経営状態や事業計画などを説明し、相
互理解と信頼関係の促進により、当社の信用増大や企業価値向上を図ることは、適正な当社株価形成の一助になるものと認識しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

加藤　清久 1,004,400 18.46

三菱電機株式会社 350,000 6.43

ＫＤＤＩ株式会社 280,000 5.15

有限会社アット 254,000 4.67

株式会社ＳＢＩ証券 178,850 3.29

安藤　和久 120,000 2.21

柳澤　哲二 80,000 1.47

加藤　淳 76,094 1.40

アイサンテクノロジー従業員持株会 65,000 1.19

有限会社キーノスロジック 59,000 1.08



支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

上記のほか、自己株式108,234株があります。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項はありません。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

久野　誠一 公認会計士

梅田　靖 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

久野　誠一 ○ ―――

<社外取締役として選任した理由>

同氏は、過去に会社経営に関与したことはあり
ませんが、大手監査法人に在籍し、会計監査
人として当社を担当しておりました。公認会計
士として高度な見識を有しており、当社経営お
よび取締役会実効性の一層の向上に活かして
頂けると判断し、選任しております。

<独立役員に指定した理由>

同氏は当社の社外役員の独立性基準を満たし
ており、一般株主と利益相反が生じるおそれが
ないものと認められるため、独立性を有するも
のと考え、同氏を当社独立役員として指定して
おります。

梅田　靖 ○ ―――

<社外取締役として選任した理由>

同氏は富士通Japan㈱で営業部門に長年携わ
り、執行役員として経営の意思決定等の豊富
な経験や専門知識を持ち、大所高所の視点か
ら当社の経営に有用な意見が期待できるもの
と判断し、選任しております。

<独立役員に指定した理由>

同氏は当社の社外役員の独立性基準を満たし
ており、一般株主と利益相反が生じるおそれが
ないものと認められるため、独立性を有するも
のと考え、同氏を当社独立役員として指定して
おります。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）



指名委員会に相当
する任意の委員会

諮問委員会 6 0 1 2 0 3
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

諮問委員会 6 0 1 2 0 3
社外取
締役

補足説明

　当社は、取締役の報酬等の決定に関する手続きの透明性、客観性及び合理性を確保することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポ
レートガバナンスのさらなる充実を図るために、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役を委員長とし、代表取締役、委員長以外の社外取
締役、監査役より構成する諮問委員会を2021年４月に設置しております。取締役会は、同委員会の答申に基づき、取締役の報酬に関する方針、
取締役の個別報酬等を決定します。

　加えて、2021年11月より、当社取締役会としてあるべき構成や取締役として必要なスキルと経験を定めるとともに選任、解任の手続き方法を審
議する場として、諮問委員会に機能を追加し、取締役の指名に際して、透明性や客観性を高めるため、取締役会は諮問委員会に諮問し同委員会
の審議、答申を得ております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

・監査役と会計監査人の連携について

　監査役は、事業年度の会計監査の開始にあたり、会計監査人より、監査の基本方針、重点監査項目と主な監査計画等を記した監査計画書を受
領し、その内容について意見交換を実施しています。また、四半期決算においては、会計監査人の四半期レビュー手続きの過程において、監査役
は会計監査人より主なレビュー内容とその中での重要な問題点の有無に関する報告を受けて意見交換を行っております。事業年度決算において
も、監査役は会計監査人の会計監査作業の過程で相互の監査内容に関する協議の機会を持ち、また、会計監査人より法令の定めによる期限内
に監査報告書を受領するとともに、監査結果の要約の報告を受け、その後の監査役会の監査報告書の作成に役立てています。その他必要の都
度監査役は、会計監査人と連絡を取り、相互の監査意見に資するための連携を取っています。

・監査役と内部監査室との連携について

　監査役は、財務部門や人事、総務、法務部門のほか、内部監査室と定期的に会合をもって各部門の活動状況を聴取するとともに意見交換を行
い、また、必要に応じ都度、各々が保有する情報を相手方へ提供することにより連携を深め、相互の監査活動の向上に努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

村橋泰志 弁護士

中垣堅吾 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役



d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

村橋泰志 ○ ―――

<社外監査役として選任した理由>

同氏は、過去に社外役員となること以外の方法
で会社経営に関与したことはありませんが、弁
護士として法令や定款の遵守に係る見地から
意見を述べ、取締役会及び監査役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するための助言・提
言を行っていただいております。また同氏は他
社の社外監査役、社外取締役も歴任し、今後も
これらの経験や高い見識を当社の監査に反映
していただけると考え、社外監査役として選任
しております。

<独立役員に指定した理由>

同氏は当社の社外役員の独立性基準を満たし
ており、一般株主と利益相反が生じるおそれが
ないものと認められるため、独立性を有するも
のと考え、同氏を当社独立役員として指定して
おります。

中垣堅吾 ○ ―――

<社外監査役として選任した理由>

同氏は、過去に社外役員となること以外の方法
で会社経営に関与したことはありませんが、公
認会計士・税理士として企業会計に精通する専
門家の見地のほか、経営全般に関する高い見
識を有しており、助言・提言を行っていただいて
おります。また同氏は他社の社外監査役、社外
取締役も歴任し、今後もこれらの経験や高い見
識を当社の監査に反映していただけると考え、
社外監査役として選任しております。

<独立役員に指定した理由>

同氏は当社の社外役員の独立性基準を満たし
ており、一般株主と利益相反が生じるおそれが
ないものと認められるため、独立性を有するも
のと考え、同氏を当社独立役員として指定して
おります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他



該当項目に関する補足説明

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する基本方針を次のとおり定めております。

＜役員報酬に関する基本方針＞

● 当社グループの社是、経営理念、ならびに行動指針に則した職務の遂行を強く促すものとする。

● 中期経営計画等における具体的な経営目標の達成を強く動機づけるものとする。

● 当社グループの持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能させるため、固定報酬としての基本報酬、短期的な成果や職務遂行の

状況等に連動する報酬（業績連動賞与）と中長期的な企業価値向上の動機づける報酬（株式報酬）の割合を適切に設定する。

● 当社グループが担う社会的役割や責任の大きさ、当社グループとビジネスや人材の競合する他社の動向、並びに経営環境の変化を勘案した

うえで、当社役員に相応しい処遇とする。

● 社外取締役については、独立かつ客観的な立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、基本報酬のみとする。

なお、当社の取締役の報酬等の額は、2021年6月22日開催の当社第51期定時株主総会において、年額204,000千円以内(使用人兼務取締役の使
用人分給与は含まない)として、ご承認いただいております。　また、2020年6月23日開催の第50期定時株主総会において、当社の取締役（社外取
締役を除く）を対象とした譲渡制限付株式制度を導入することが決議され、上記の報酬額とは別枠として、株式報酬の支給のために付与する金銭
報酬債権の限度額を、年額60,000千円以内と決議しております。

　また、当社は監査役の報酬等の額は、1992年9月30日開催の当社第22期定時株主総会において、年額30,000千円以内として、ご承認いただい
ております。

当社は、当社の取締役（社外取締役を除く）を対象に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価
値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を織り込んだ制度を採用しております。

対象役員の報酬は、基本報酬である「月額報酬」、並びに「株式報酬」に加え、2022年３月期より年度の業績目標の達成、及び将来の成長に向け
た取組を動機づける短期業績連動報酬として変動報酬である「業績連動賞与」を導入した構成としております。



ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　対象事業年度毎に取締役に支払った報酬は、当該事業年度における有価証券報告書に全取締役の総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は取締役会において、次のとおり取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

イ　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容

(a) 役員報酬に関する基本方針

　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する基本方針を次のとおり定める。

・当社グループの社是、経営理念、ならびに行動指針に則した職務の遂行を強く促すものとする。

・中期経営計画等における具体的な経営目標の達成を強く動機づけるものとする。

・当社グループの持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能させるため、基本報酬、短期的な成果や職務遂行の状況等に連動する
報酬（業績連動賞与）と中長期的な企業価値向上の動機づける報酬（株式報酬）の割合を適切に設定する。

・当社グループが担う社会的役割や責任の大きさ、当社グループとビジネスや人材の競合する他社の動向、並びに経営環境の変化を勘案したう
えで、当社役員に相応しい処遇とする。

・社外取締役については、独立かつ客観的な立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、基本報酬のみとする。

(b) 役員報酬体系

　対象役員の報酬は、基本報酬である「月額報酬」、並びに株式報酬である譲渡制限付株式報酬に加え、2022年３月期より年度の業績目標の達
成、及び将来の成長に向けた取組を動機づける短期業績連動報酬として変動報酬である「業績連動賞与」を導入した構成とする。

　なお、社外取締役については、独立かつ客観的な立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、基本報酬のみとする。

　①基本報酬

　　取締役の基本報酬は、月例の報酬とし、役位に応じて他社水準、当社の業績、担当事業の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的
に勘案して毎年決定するものとする。

　②変動報酬

　　取締役の変動報酬は、業績連動賞与とし、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、業績目標
を達成した場合に支給する額（基準額）を100とし、各事業年度の連結営業利益の達成率及び個人の業績目標達成率に応じて概ね０～150の範囲
で変動し算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するように計画策定時に
設定し、適宜環境の変化に応じて見直しを行う。

　③株式報酬

　　取締役の株式報酬は、譲渡制限付株式とし、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして役位別個人別の基準額を当該金銭報酬債
権の全部として、現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けるものとする。本株式には譲渡制限を付し、取締役を退
任するまでの間、譲渡制限は解除されないものとする。

なお、2020年６月23日開催の第50期定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役を除く）を対象とした譲渡制限付株式制度を新たに導入
することが決議され、上記の報酬額とは別枠として、株式報酬の支給のために付与する金銭報酬債権の限度額を、年額60,000千円以内と決議し
ている。

１株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立してい
ない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として本株式を引き受ける対象役員に特に有利な金額とならない範囲で、取締役会におい
て決定する。なお、取締役会にて経営環境によっては割当てを決議しない場合もあるものとする。

(c) 役員報酬構成要素の割合に関する方針

　報酬構成要素ごとの比率の目安は、基本報酬を主とし、変動報酬、株式報酬を組み入れる。

ロ　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者

　役員報酬体系は、経営方針に従い株主の皆様をはじめ全てのステークホルダーの期待に応えるよう役員が継続的かつ中長期的な業績向上へ
のモチベーションを高め、当社グループの価値の増大に資するものとし、報酬については、当社の発展を担う有為な人材を確保・維持できる金額
水準と設計とする。取締役の報酬等の決定に関する手続きの透明性、客観性及び合理性を確保することにより、取締役会の監督機能を強化し、
コーポレートガバナンスのさらなる充実を図るために、取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数が社外取



締役、社外監査役である独立職務執行者（以下、「独立社外取締役等」という）にて構成する諮問委員会を設置する。本諮問委員会の委員である
独立社外取締役等の全員が当該諮問に対する当該報酬諮問委員会の意見に係る決議に賛成し、その内容を取締役会へ諮問し、取締役会にて
取締役の報酬に関する方針、取締役の個別報酬等を決議する。なお、諮問委員会にて業務執行役員が委員となる場合、当該決定に係る給与の
支給を受ける業務執行役員が当該報酬諮問委員会の意見に係る決議には参加できないものとする。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室
及び管理部との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに
進行させるため、常勤監査役が内部監査室と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締
役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

(1) 取締役会

当社の取締役会は、取締役7名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督することを目的としております。経営の意思決
定機関である取締役会は、月1回の定例取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動的かつ迅速な意思決定を行っております。

＜社外取締役の出席状況＞

2023年3月期の社外取締役の取締役会への出席状況は以下の通りです。

久野　誠一　19回中19回出席（出席率100％）

梅田　靖　 　19回中19回出席（出席率100％）

(2) 監査役会・監査役

当社の監査役会は、監査役3名（うち社外監査役2名）で構成され、取締役の職務執行を監視し、会計監査を含む業務全般の監査をしております。

監査役3名は止むを得ない事情がある場合を除き、全ての取締役会に出席し、取締役の職務執行を十分監視できる体制をとっております。また、
会計監査人との連携を密にし、監査結果の講評時には情報交換・意見交換を行っております。

(3) 内部監査

内部監査業務は、内部監査室にて年間監査計画に基づき監査を実施しており、定期的に監査状況を社長に報告しております。また、その結果に
ついて、監査役、会計監査人との連携のもと業務の改善、内部統制の効率化及び強化に寄与しております。

(4) 会計監査人

会計監査人については、仰星監査法人を選任しております。会計監査人は、監査役及び内部監査室と必要に応じ適時情報交換を行うことで、相
互の連携を深めております。

(5) 責任限定契約

当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結していま
す。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としています。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は監査役制度を採用しておりますが、監査役の機能と併せ、社外取締役の登用により取締役会の機能を一層強化し、経営の監視機能の更
なる充実を図ることが合理的と判断し、現在の体制を採用しております。

　当社の監査役は社外監査役２名を含む３名であり、取締役会に出席し積極的に意見を述べているほか、社外監査役１名は弁護士、１名は公認
会計士・税理士 であり、専門的な見地に立った監査を行っております。また、社外取締役２名及び社外監査役２名は、東京証券取引所の定めに

基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
2023年6月27日開催の第53期定時株主総会においては、招集通知を株主総会の約1カ月
前の5月26日にウェブサイトへ掲載いたしました。

集中日を回避した株主総会の設定 第53期定時株主総会は集中日を避けて開催いたしました。



電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を可能にしております。

その他

・招集通知の記載内容を充実させ、写真やグラフを用いるなど株主にとってより分かりや
すいものにしております。

・スマートフォンで招集通知の要約版を確認できるようにするとともに、インターネットによ
る議決権行使サイトへも連携しております。

・株主総会にご出席いただいた株主に向け、報告事項及び議案の説明等の映像化を図
り、ナレーションを使用するなど、分かりやすい説明に努めております。

・第53期定時株主総会はいわゆるバーチャル総会（参加型）を行い、株主総会の様子はラ
イブ配信にて遠方の株主にも総会の様子をご覧いただきました。

・事業報告を事前に当社ホームページにて公開し、より当社事業に理解を深めてもらえる
ようにしました。

・株主からインターネットにより事前質問を受け付け、株主総会にて回答することとし、当
日出席できない株主からも質問ができるようにしました。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催

・2022年3月期期末決算時より、当社株主をはじめ、個人投資家、機関投資
家、金融機関などに向けたインターネットを介した決算説明会を開催し、代表
取締役から説明を行い、リアルタイムで質疑応答も受け付けました。

この決算説明会は期末及び第2四半期末に開催いたします。

また、その様子はアーカイブでいつでも閲覧できるようにしております。

・個人投資家からのＩＲに関する問い合わせは常時受け付け、迅速に回答して
おります。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

・期末決算、第2四半期決算発表後には、当社株主はもとより、個人投資家、
機関投資家、金融機関などに向けたインターネットを介した決算説明会を開催
し、代表取締役から説明を行い、リアルタイムで質疑応答も受け付けました。

また、その様子はアーカイブでいつでも閲覧できるようにしております。

・当社はアナリストや機関投資家向けに個別面談を行い、ＩＲ活動に努めており
ます。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社公式HP（https://aisan-corp.com/ir/）に、決算短信、その他適時開示情
報、決算補足説明資料等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
ＩＲに関する担当者を経営管理本部内に設置し、機関投資家・アナリスト・個人
投資家との対話、ウェブサイト上での情報開示、情報配信などを担当しており
ます。

その他

・2023年6月27日開催の当社第53定時株主総会の様子は、株主以外の方でも
ご覧いただけるよう、オンデマンドで配信しております。

・主に個人投資家向けにメールマガジンを配信し、当社のＩＲ情報を配信してお
ります。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社ではステークホルダーの皆様の立場を尊重し、かつ、具体的な事業展開の指針とする
「コンプライアンス行動指針」を定めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当社グループでは、気候変動問題、環境汚染など企業としての重要な使命として考えて
おります。

　環境に配慮した取り組みとして、エアコンの温度設定、省エネ機器の導入、OA用紙の利
用削減などに取り組むとともに、社用車のエコカー導入推進とともに、車両を用いない営業
活動への取り組みを実施。また、お客様への納品書や請求書などの取引時の書類に関し
ても、紙での送付ではなく、電子データでの配送サービスの活用を行っております。加え
て、契約文書もクラウド型電子契約システムを導入し、電子的な契約手続きの推進を図っ
ております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

Ⅰ)内部統制の基本方針

＜社是＞

　知恵 それは無限の資産

　実行 知恵は実行して実を結ぶ

　貢献 実を結んで社会に貢献

　当社及び当社グループ各社は、この社是のもと、適正な業務執行のための体制を整備し運用していくことが重要な経営の責務であると認識し、
時代の変化に応じた適切な内部統制システムを整備すべく努めてまいります。

Ⅱ）取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)当社及び当社グループ各社は、企業が発展的存続をするためには、コンプライアンスの徹底が必要であるとした認識から、全ての取締役及び
従業員が高い倫理観に基づいて行動し、社会から信頼され、貢献する経営体制の確立に努めます。

(2)その取り組みは、リスク対策委員会を設置するとともに、コンプライアンスにおける具体的な行動指針である「コンプライアンス行動指針」を定
め、それらの啓蒙並びに推進に向けた教育を実施し、公正であり透明性の高い組織を目指します。

(3)また、コンプライアンスに関する相談または不正行為等の通報のため当社顧問社会保険労務士へのホットラインを開設、その通報者の保護を
図る内部通報制度を運用します。

(4)社内業務における監査体制の強化を目的とし当社社長直轄組織として「内部監査室」を設置し、各業務が定められた各社社内規程に従って適
正かつ合理的に行われているかを定期的に監査し、その結果は同室より各社社長へ報告、指摘を受けた事項の速やかな改善及び指示を行いま
す。

Ⅲ）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制並びに子会社の取締役等からその職務の執行に係る情報の当社への
報告に関する体制

(1)当社及び当社グループ各社は、取締役会または重要な会議の意思決定における記録及び取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書
等、文書管理規程に基づいて定められた期間保存及び管理し、取締役は、必要に応じて、これら文書等を閲覧できるものとします。

(2)当社は、子会社の取締役等にその職務の執行に係る重要な情報を当社に定期的に報告することを義務付け、その基準を明示するとともに体
制を整備します。

Ⅳ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)当社及び当社グループ各社は、様々な損失の危機に対して、損失の危険を最小限にする組織的な対応を行います。具体的には、当社及び当
社グループ各社の事業展開において想定される危機に対応した「危機管理レベル」を設定し、そのレベルに従った対応のフローチャートを定めて
おります。

(2)損失の危機発生時には当該レベルに従ったフローチャートの対応を迅速に進め、その進捗及び結果は速やかに各社社長まで報告し、最善の
対応策を実施します。

(3)当社及び当社グループ各社の事業の特色として、社会基盤整備における重要な位置情報の生成・管理を担うソフトウェアを取り扱うことから、そ
の品質強化に努めた体制を整備します。

Ⅴ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)当社及び当社グループ各社は、変化の激しい時代に対応する経営を確保するための体制として、取締役会を原則月１回定期的に開催します。
また、必要に応じて適宜開催とし、当社及び当社グループ各社の経営戦略に係る重要事項については、毎週開催する経営会議において議論を進
め、その審議の結果を経て意思決定を行います。

(2)取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」において、それぞれの責任者及び執行の手続に
ついて定めております。

Ⅵ）当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)当社は当社グループ全体の適正且つ効率的な経営のため、各子会社に対し内部監査室から定期的な監査を実施いたします。コンプライアンス
並びに業務執行における課題を把握し、その報告を受け適切な改善を図ります。

(2)当社子会社の重要事項の決定情報の共有化を図ります。また、子会社の業績・財務状況、その他重要事項の決定については、当社の取締役
会等の所定の機関に対し、定期的に報告を行うことを義務付けます。

Ⅶ）子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

(1)当社は子会社の業務の適正を確保するため、各子会社に対し内部監査室から定期的な監査を実施いたします。コンプライアンス並びに業務執
行における課題を把握し、その報告を受け適切な改善を図ります。

(2)当社子会社の重要事項の決定情報の共有化を図ります。また、子会社の業績・財務状況、その他重要事項の決定については、当社の取締役
会等の所定の機関に対し、定期的に報告を行います。

(3)当社は、子会社の取締役等にその職務の執行に係る重要な情報を当社に定期的に報告することを義務付け、その基準を明示するとともに体
制を整備します。

Ⅷ）監査役の職務を補助する従業員について

(1)現在、当社及び当社グループ各社は監査役を補助する従業員は配置しておりませんが、監査役から要請を受けた場合には監査役との協議に
より配置します。

(2)また、当該従業員の任命・異動等における人事権に係る決定には、監査役会の同意を得て決定し、取締役からの独立性を確保します。

Ⅸ）取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1)当社及び当社グループ各社の取締役及び従業員は、法定事項に加え、当社及び当社グループ各社の業務または業績に与える重要な事項に
ついて、内部監査の実施状況、内部通報制度を利用した通報の状況及びその内容、その他各監査役が職務遂行上報告を受ける必要があると判
断した事項に関して、監査役に速やかに報告するとともに監査役は必要に応じて、取締役及び従業員に対して報告を求めることができます。

(2)また、監査役会は社長・内部監査室・会計監査人とそれぞれ定期的及び必要に応じて意見交換を行います。

(3)監査役に報告を行った者が当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを当社または当社グループ各社において受けないことを確保す
るための制度について、整備を行います。



Ⅹ）当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行上必要と認める費用について、前払いまたは償還等の請求をした際には、社内規程に基づき、監査役の職務の執行に
必要でないと認められた場合を除いて、速やかに当該費用または債務を処理するものとします。

XⅠ)その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制

(1)当社及び当社グループ各社では、社長と監査役において、監査における意見交換・協議は、取締役会にて定例的に実施します。

(2)また、内部監査規程に基づき監査を実施する内部監査室との意見交換・協議も適宜実施しており、その連携の強化に努めます。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1)当社及び当社グループ各社は、「コンプライアンス行動指針」において「反社会的勢力との関係断絶」を定め、その勢力に対して毅然とした態度
で対応し、反社会的行為に加担しないことを基本方針としております。

(2)上記の方針を定めた「コンプライアンス行動指針」は、社員に常時閲覧可能な状態とし、周知徹底を図っております。また、経営管理本部を対応
部署として管轄警察署と綿密に連携し、問題発生時には顧問弁護士及び管轄警察署に相談し適切な対応が取れる体制を整備しております。

(3)上記方針に従い、当社および当社グループ各社は、「反社会的勢力対応規程」にてその具体的な取り組みを定め、役員および社員等に常時閲
覧可能な状態とし、周知徹底を図っております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

１．適時開示に対する基本方針

　当社は、適時開示規程を定めており、株主及び一般投資家を含めたステークホルダーに対して適時、公正かつ適正な情報を提供するため、適
時開示等規則その他の関連諸法令及び諸規則に従った重要情報の開示に加え、投資家にとって有用であると判断した情報についても積極的な
情報発信に努めてまいります。

２．適時開示の社内体制

当社は、管理部門管掌取締役を適時開示責任者、管理部門社員を適時開示担当者としております。

（Ａ）決定事実の開示

決定事実の会社情報の開示手続きは次の通りとしております。なお、開示の要否、開示資料の作成については、適宜金融商品取引所等に事前
相談を行うほか、弁護士・監査法人等のアドバイスを受けることとしております。

　（１）情報開示責任者は、取締役会の運営窓口である管理部門から、付議事項や補足資料を入手し、当該情報をもとに開示有無の確認、適時開
示担当者に開示資料原案の作成指示を行う。

　（２）代表取締役、取締役、監査役および適時開示責任者は、開示資料原案の内容確認を行う。

　（３）取締役会において、決議事項の承認とともに、開示内容の確認を行う。

　（４）代表取締役、取締役、監査役および適時開示責任者は、開示資料の最終確認を行う。

　（５）承認後、適時開示責任者の指示により、適時開示担当者は、速やかに開示資料の開示（公表措置）を行う。

（Ｂ）発生事実の開示

発生事実の会社情報の開示手続きは次の通りとしております。なお、開示の要否、開示資料の作成については、適宜、金融商品取引所等に事前
相談を行うほか、弁護士・監査法人等のアドバイスを受けることとしております。

　（１）当会社において、重要な事実が発生した場合には、関連部門の責任者が事実確認後に、適時開示担当者へ報告することにより、情報認識・
収集を行う。

　（２）適時開示担当者および関連部門は、開示有無を確認し、開示資料原案の作成を行う。

　（３）代表取締役、取締役、監査役および適時開示責任者は、適時開示担当者より開示についての検討結果の報告を受ける。

　（４）取締役会において、発生事実等の報告および開示事項の承認を行う。なお、緊急に開示すべき事実が発生した場合には、代表取締役の承
認を得て速やかに開示し、取締役会には開示資料を回付することとする。

　（５）代表取締役、取締役、監査役および適時開示責任者は、開示資料の最終確認を行う。

　（６）適時開示責任者の指示により、適時開示担当者は、速やかに開示資料の開示（公表措置）を行う。

（Ｃ）決算情報の開示

決算情報の開示手続きは次の通りとしております。なお、開示の要否、開示資料の作成については、適宜、金融商品取引所等に事前相談を行う
ほか、弁護士・監査法人等のアドバイスを受けることとしております。

　（１）適時開示担当者は、各部署から開示の対象となる会社情報を把握・集約し、開示資料原案を作成する。また、同じ時期に監査法人による会
計監査もしくはチェックを受けて、開示資料原案を取りまとめる。

　（２）代表取締役、取締役、監査役及び適時開示責任者は、開示資料原案の内容確認を行うほか、業績予想の修正等の開示の要否を検討す
る。

　（３）取締役会は、決算情報の報告を受け、開示資料の審議・承認を行う。

　（４）代表取締役及び適時開示責任者は、開示資料の最終確認を行う。

　（５）開示決定後、適時開示責任者の指示により、適時開示担当者は、速やかに開示資料の開示（公表措置）を行う。



３．適時開示に係る社内体制の監査

当社では、インサイダー取引の未然防止を図るため、「内部者取引管理規程」を定め、役員及び従業員に対して、周知徹底に努めております。
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